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令和５年 第６回 定例教育委員会 会議録 

招集日時 令和５年６月２０日  午後６時３０分 

開会日時 令和５年６月２０日  午後６時３０分 

閉会日時 令和５年６月２０日  午後７時００分 

開催場所 ふじみ野市役所第２庁舎３階 Ｂ３０１会議室 

教 育 長  朝 倉   孝 

委 

員 

出 

席 

状 

況 

席番 氏  名 出席別 説明のため出席した者 

１ 冨田信太郎 出席 教育総務課長 内田 和明 主幹兼上福岡歴史民俗資料館長  高崎 直成 

２ 茂井万里絵 出席 学校教育課長 石川 聖徳 幹兼あおぞら学校給食センター所長 大髙 修一 

３ 西山 幸吉 出席 学校給食課長 山﨑 純  

４ 𠮷野  榮 出席 社会教育課長 永倉 秀雄  

 主幹兼上福岡西公民館長 内田 徳子  

書  記 教育総務課係長 田島 輝 傍聴人数 ０人 

会 議 概 要 

議  事  等 

第１７号議案 ふじみ野市教育振興計画策定委員会委員を委嘱及び任命することについて

（承認） 

報告事項   専決処理に関する報告について（令和５年度ふじみ野市一般会計補正予算（第

３号）について）（承認） 

報告事項   専決処理に関する報告について（ふじみ野市立大井東中学校校舎大規模改造工

事請負契約の締結について）（承認） 

報告事項   専決処理に関する報告について（ふじみ野市学校給食センター運営審議会委員

を委嘱及び任命することについて）（承認） 

報告事項   専決処理に関する報告について（社会教育委員を委嘱することについて）（承

認） 

報告事項   専決処理に関する報告について（ふじみ野市立図書館協議会委員を委嘱するこ

とについて）（承認） 

報告事項   専決処理に関する報告について（ふじみ野市放課後子ども教室運営委員会委員

を委嘱することについて）（承認） 

報告事項   令和５年第２回ふじみ野市議会定例会一般質問の概要について（承認） 
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(１８時３０分) 〇開会の宣告 

教育長 

 

 

 

 

教育長 

 

 

各委員 

教育長 

各委員 

教育長 

 

 

 

教育長 

 

 

 

各委員 

教育長 

 

 

 

教育長 

 

教育総務課長 

 

 

教育長 

ただ今から、令和５年第６回定例教育委員会会議を開催いたします。 

山中教育部長につきましては、忌引きのため欠席しておりますのでご

了承ください。 

 

〇会議録の承認 

まず始めに、前回の定例会会議録の承認についてです。 

事前に委員の皆様にお配りしておりますが、何か確認事項等はござい

ますか。 

（確認事項なし） 

 特にないようですので、この内容で承認してよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

それでは、会議録につきましては、この内容で承認といたします。後

ほど、委員の皆様の御署名をお願いいたします。 

 

〇教育長からの報告 

次に私の方から何点か報告させていただきます。 

（教育長からの報告） 

以上、何点か報告させていただきましたが、確認事項等はございます

でしょうか。 

（確認事項なし） 

それでは議事に入ります。本会議に提案させていただいた議事の件数

は、議案１件、報告事項７件です。 

 

〇提案理由の説明 

それでは、教育総務課長から議案１件の提案理由の説明をお願いしま

す。 

（提案理由の説明） 

 

〇第１７号議案（件数番号１） 

それでは、件数番号１第１７号議案「ふじみ野市教育振興計画策定
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教育総務課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員会委員を委嘱及び任命することについて」の説明を教育総務課長

よりお願いします。 

第１７号議案「ふじみ野市教育振興計画策定委員会委員を委嘱及び

任命することについて」御説明致します。 

議案を１枚めくっていただき、「委員名簿（案）」を御覧ください。 

ふじみ野市教育振興計画策定委員会条例では、「策定委員会は、委員

１５人以内で組織する。」と定められています。 

選出区分は、「委員名簿（案）」のとおり第１号委員は「学識経験

者」、第２号委員は「校長会の代表者」、第３号委員は「ＰＴＡ連合会

の代表者」、第４号委員は「社会教育委員」、第５号委員は「民生委

員・児童委員協議会連合会の代表者」、第６号委員は「公募等による市

民」、７号委員は「教育委員会が必要と認めるもの」となっており、今

回は、近年、地域と学校との連携強化を進めており、地域協働学校の学

校運営協議会で学校や地域との連携にご協力頂いている、地域コーディ

ネーターの方を選任したいと考えております。 

それでは、各委員の選出状況等をご説明します。 

第１号委員の木村 浩則さんは文京学院大学人間学部の教授です。 

第２号委員の榎本 崇氏は西小学校の校長、粕谷 英之氏は大井西中

学校の校長です。 

第３号委員の神田 享佑さんは三角小学校のＰＴＡ会長でＰＴＡ連合

会の会長、越川 直樹さんは葦原中学校のＰＴＡ会長で同連合会の副会

長です。 

第４号委員の「社会教育委員」は、令和５年６月３０日開催の社会教

育委員会議で選出予定となっています。選出された方をもって委員に選

任したいと考えておりますが、その際は、教育長の専決により処理させ

ていただきまして、来月の教育委員会会議にてご報告させていただく、

対応としたく存じます。よろしくお願いいたします。 

第５号委員の市來 久美子さんは、民生委員・児童委員協議会 連合

会の会長です。 

第６号委員の「公募等による市民」といたしましては、３名の方に応

募を頂き、審査の結果、土岐 幸司さんと、石井 ナナヱさんを選出さ
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教育長 

 

 

教育総務課長 

 

 

 

教育長 

 

教育総務課長 

 

教育長 

 

教育総務課長 

 

 

教育長 

 

 

 

冨田教育長職務代理者 

 

教育総務課長 

 

 

教育長 

せていただきました。 

第 7 号委員は「教育委員会が認めるもの」として、学校運営協議会の

地域コーディネーターから大塚 祥子さんと玉田 康雄さんに参画を頂

きたいと考えております。 

説明は以上です。御審議のほど、よろしくお願い致します。 

確認ですが、第７号委員の地域コーディネーターの方々は、地域コー

ディネーターの方々の中からの互選で選ばれたということでよろしいで

すか。 

地域コーディネーターの方々が集まられた会議の際に、地域コーディ

ネーターの方々の中から１名又は２名選出いただきたい旨を御説明申し

上げ、２名の方から手を挙げていただき選出いただいたところでござい

ます。 

３号委員のＰＴＡ連合会の代表者の方につきましては、どのように選

出されたのでしょうか。 

ＰＴＡ連合会の委員につきましては、会長・副会長がＰＴＡ連合会よ

り推薦されております。 

６号委員の公募等による市民の方についての選考は、どのように行っ

たのでしょうか。 

内容については、提出された応募用紙及び作文により、意欲度、理解

度、表現力、論理性、市民活動・各種団体等への参加実績等の５項目か

ら評価を行い選定させていただきました。 

以上のような経過を経て各委員を提案させていただいたところでござ

います。 

この案件について、委員の皆様から御質問がございましたらお願いし

ます。 

 今後の策定委員会のおおよそのスケジュールについて教えていただけ

ますでしょうか。 

 計画については、令和５年度、６年度の２か年での策定を計画してお

ります。令和５年度につきましては今年度７月から３月までの間に５回

の会議を予定しております。 

パブリックコメントの実施予定はどうなっていますか。 
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教育総務課長 

冨田教育長職務代理者 

 

教育長 

𠮷野委員 

 

教育総務課長 

𠮷野委員 

 

教育長 

 

西山委員 

 

 

教育総務課長 

 

 

 

 

教育長 

各委員 

教育長 

 

各委員 

教育長 

 

 

教育長 

 

 

 

令和６年度に実施致します。 

 教育振興基本計画は、非常に重要なものですので会議の内容等につき

ましては、随時我々にもお知らせいただければと思います。 

 そのようにさせていただきます。他にいかがでしょうか 

 区分ごとの委員の人数については教育委員会で、割り当てを決めてい

るのでしょうか。 

 その通りでございます。 

 第１号委員の学識経験を有するものが１名となっていますが、理由は

あるのでしょうか。 

 第１号委員の方に主に委員長をお願いするということになっています

ので、１名としているところです。 

 備考をみますと、ほぼ全員新規の方ということになっていますけれ

ど、以前経験された方が入ってもいいではないかと考えるのですが、何

か意図がありましたら教えてください。 

 常設の委員会ではないので、策定が終わると任期が切れてしまいます

ので、新規とさせていただいておりますが、第２期計画策定の際は第５

号委員の市來 久美子さんと第６号委員の石井 ナナエさんに参画いた

だいてございますので、お二方については経験があるという形でござい

ます。 

 ほか、いかがでしょうか。 

（なし） 

 それでは、御質問がないようですのでお諮りをいたします。 

 第１７号議案は原案の通り決定してよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

 賛成総員と認め、第１７号議案は議案の通り決定いたしました。 

 

〇報告事項（件数番号２） 

次に、報告事項に移ります。件数番号２「専決処理に関する報告につ

いて（令和５年度ふじみ野市一般会計補正予算（第３号）について）」

御報告させていただきます。では、教育総務課長から報告をお願いしま

す。 
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教育総務課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 専決処理しました一般会計補正予算第３号について御説明いたしま

す。 

令和５年第２回ふじみ野市議会定例会に補正予算を提出する必要があ

ったため、事務委任規則第２条第３項の規定により専決処理しましたの

で、同条第４項の規定により御報告するものでございます。 

次のページを御覧ください。今回の補正予算は、教育委員会所管課に

おいては歳出予算の補正のみとなります。 

まず、小学校施設管理事業の３３，０００千円の減額補正です。内容

は、上野台小学校のキュービクル更新工事となります。 

今年度予定している、キュービクルの更新、製造にあたり、世界的な

物資、資材不足により、部品調達に等に時間がかかり、令和５年度中の

完成が難しいことから、令和６年度までの２か年の工事として継続事業

に変更したものです。 

そのため、今年度は、全体経費５３，０００千円のうち、令和６年度

に実施する、３３，０００千円の減額補正を行い、翌年度に同額の工事

を実施するものです。 

次に埋蔵文化財調査事業の１４，０４６千円の減額補正です。 

大井図書館裏の敷地内にある文化財資料室につきまして、当初うれし野

まちづくり会館への移転を計画しておりましたが、大井図書館改修の際

にその施設内に文化財資料室を併設するよう、計画を変更したため、移

転の必要が無くなったことから、移転先のうれし野まちづくり会館改修

費及び移転作業委託料等の関連経費の減額補正を行うものです。 

 次に図書館管理運営事業の７２６，９１３千円の増額補正です。上福

岡図書館大規模改修工事の設計が完了し、令和５年度から令和７年度の

３か年をかけて、大規模改修工事を実施するため、工事費等に係る継続

費の設定と令和５年度分の工事費及び工事監理委託料の増額補正を行う

ものです。 

 最後に郷土資料館管理運営事業の１，１８０千円の増額補正です。 

 大井図書館につきましてはステラ・ウェストへ、大井郷土資料館につ

きましては、旧大井商工会館等へ移転を予定しております。この度、移

転時期が当初見込みより、１か月延長する見込みとまりました事からそ
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教育長 

 

各委員 

教育長 

 

各委員 

教育長 

 

 

教育長 

 

 

教育総務課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の分の光熱水費の増額補正を行うものです。 

なお、本補正予算の採決は令和５年６月２３日の議会最終日に行われ

る予定でございます。説明は以上です。よろしくお願いします。 

 ただ今の報告事項につきまして、委員の皆様からご質問等ございまし

たらお願いいたします。 

（なし） 

それでは、ご質問がないようですので報告の内容のとおり承認してよ

ろしいでしょうか。 

（異議なし） 

報告の内容のとおり承認することに決定いたしました。 

 

〇報告事項（件数番号３） 

 次に、件数番号３「専決処理に関する報告について（ふじみ野市立大

井東中学校校舎大規模改造工事請負契約の締結について）」を、教育総

務課長から報告をお願いします。 

ふじみ野市立大井東中学校校舎大規模改造工事請負契約の締結につい

て、ふじみ野市教育委員会教育長に対する事務委任規則、第２条第３項

により専決処理いたしましたので、同条第４項の規定により御報告いた

します。 

資料を１枚めくっていただき、市議会に提出した議案の写しを御覧く

ださい。この議案は６月５日に議会に追加議案として提出し、６月９日

の総務・教育常任委員会での審議を経て、６月２３日の議会最終日の市

議会本会議にて採決が行われる予定でございます。 

追加議案の経緯でございますが、６月議会の通常の議案提出期限は、

５月２４日でしたが、入札が５月２５日、その後、事後審査を経て落札

業者との仮契約日が５月３１日となったことから、追加議案として、提

出可能な期限の６月５日に追加議案として提出したものでございます。 

資料を 1 枚めくっていただき、次ページの入札（開札）調書を御覧く

ださい。 

入札は、５月２５日午前９時から電子入札方式の一般競争入札で行わ

れ、３社の応札がありました。３社とも最低制限価格以上かつ予定価格
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教育長 

以下の同額でしたので、くじ引きにより、和光・市川特定建設工事共同

企業体が落札候補者となりました。 

その後、落札者の事後審査を行い、５月３１日に仮契約を締結し、冒

頭に申し上げたとおり６月議会に追加議案として提出しました。 

次のページの「会社（契約の相手方）概要」は、契約の相手方であ

る、和光建設株式会社と市川建設株式会社、共同事業体のそれぞれの会

社概要でございます。 

次のページを御覧ください、「契約の概要」になります。 

契約金額は、税込み１，３２７，７４４千円、契約期間は、令和８年

２月１３日までとなり、令和５年度から、令和７年度までの３か年の継

続事業（継続工事）になります。 

工事対象床面積は、全体で５，７１２平方メートルです。 

工事場所は、次のページの「参考」資料の「配置図」にある、普通教

室棟などの３棟を３年かけて順次、実施していきます。 

主な工事内容としましては、外部改修として、屋上防水改修、外壁改

修。 

内部改修といたしましては、床・壁・天井・造作家具等の改修、及

び、電気設備・機械設備の改修、バリアフリー改修等を行います。 

なお、アスベストについては、事前調査により外壁の「下地調整材」

に含まれていることが分かっておりますが、飛散性の低い建材でありま

す。撤去に当たっては、法令に基づく作業方法により対応して参りま

す。 

工事スケジュールについては、学校や事業者と協議、調整を行い、夏

休みに入ったらすぐに工事ができるよう、仮囲い、鉄板敷き、足場等仮

設の設置工事を行い、夏休みを中心に本格工事を実施してまいります。 

安全対策につきましては、生徒及び学校関係者と工事関係者の動線を

明確に分離し、工事車両の進入は、西門を中心に活用し、通学時間をさ

け、出入り口には交通誘導員を配置するなど、生徒及び学校関係者の安

全対策を優先に工事を行ってまいります。 

説明は以上です。よろしくお願いします。 

確認として、大井東中学校校舎の普通教室棟のトイレが雨の日等は匂
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教育長 

 

各委員 

教育長 

 

 

学校給食課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いがひどいということで子ども達からも何とかして欲しいと要望も出て

いたとところで、トイレの改修工事は先行してはやるということでよろ

しいでしょうか。 

トイレ工事に関しては、普通教室棟と特別教室棟のトイレについて、

先行して今年の夏から工事に入る予定です。 

今のところ市内の小中学校でドライ化されていないトイレは大井東中

学校だけで、生徒や学校の方からも大変困った状況が伝わってきており

ますので、早急に進めることになっています。 

ただ今の報告事項について、委員の皆様から御質問がございましたら

お願いします。 

（なし） 

御質問がないようですので、報告の内容のとおり承認してよろしいで

しょうか。 

（異議なし） 

それでは、報告の内容のとおり承認することに決定いたしました。 

 

〇報告事項（件数番号４） 

次に、件数番号４、報告事項「専決処理に関する報告について（ふじ

み野市学校給食センター運営審議会委員を委嘱及び任命することについ

て）」を、学校給食課長から報告をお願いします。 

それでは、報告事項「専決処理に関する報告について（ふじみ野市学

校給食センター運営審議会委員を委嘱及び任命することについて）」を、

御説明いたします。 

学校給食センター運営審議会は、教育委員会の諮問に応じ、給食費の

改定や、学校給食センターの運営に関する重要事項について審議するこ

とを目的として設置しており、学校長、給食主任、学校医、薬剤師、保

健所職員、ＰＴＡの方々で構成されております。 

次のページをご覧ください。 

委員の任期は２年で、令和４年７月１７日から令和６年７月１６日と

なっておりますが、委員の職域のうち２号委員の小中学校ＰＴＡ代表、

３号委員の小中学校給食主任代表、４号委員の所管保健所主任、及び５
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教育長 

各委員 

教育長 

 

 

教育長 

 

 

社会教育課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

号委員の小中学校学校医代表のうち１名について異動があったため、新

たに別添の者に委嘱及び任命するものです。 

なお、ふじみ野市学校給食センター運営審議会設置規則第３条の規定

に基づき、欠員を生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任

期間となっております。 

つきましては、「教育委員会会議における議案の取り扱い等に係る申

し合わせ事項」に定める「教育委員会における議論の余地がないもの」

と判断し、専決処理いたしました。 

説明は以上となります。よろしくお願いいたします。 

ただ今の報告事項について御質問いかがでしょうか。 

（なし） 

それでは、報告の内容の通り承認してよろしいでしょうか。 

 （異議なし） 

 報告の内容の通り承認することといたします。 

 

〇報告事項（件数番号５） 

次に、件数番号５、報告事項「専決処理に関する報告について（社会

教育委員を委嘱することについて）」を、社会教育課長から報告をお願

いします。 

専決処理しましたふじみ野市社会教育委員を委嘱することについて報

告させていただきます。 

議案を１枚めくっていただき、別紙の委員名簿をご覧ください。 

委員の選出区分のうち、３号委員である家庭教育関係者として、ふじ

み野市ＰＴＡ連合会から葦原中学校ＰＴＡ会長の越川 直樹さんと、４

号委員である学識経験者として文京学院大学の岩舘 豊さんが、選出さ

れましたので委嘱するものです。 

なお、任期につきましては、ふじみ野市社会教育委員設置条例第３条

第２項の規定に基づき、前任者の残任期間である令和６年４月３０日ま

でとなります。 

報告は以上です。よろしくお願いいたします。 

ただ今の報告事項について御質問いかがでしょうか。 



 

- 11 - 

各委員 

教育長 

各委員 

教育長 

 

 

教育長 

 

 

社会教育課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

各委員 

教育長 

各委員 

教育長 

 

 

教育長 

 

 

社会教育課長 

 

（なし） 

それでは、報告の内容の通り承認してよろしいでしょうか。 

 （異議なし） 

 報告の内容の通り承認することといたします。 

 

〇報告事項（件数番号６） 

次に、件数番号６、報告事項「専決処理に関する報告について（ふじ

み野市立図書館協議会委員を委嘱することについて）」を、社会教育課

長から報告をお願いします。 

 続きまして、専決処理しましたふじみ野市立図書館協議会委員を委嘱

することについて報告させていただきます。 

議案を１枚めくっていただき、別紙の委員名簿をご覧ください。 

委員の選出区分のうち、２号委員である社会教育関係団体の代表者とし

て、ふじみ野市ＰＴＡ連合会から藤岡 玲央奈さんが、選出されました

ので委嘱するものです。 

なお、任期につきましては、ふじみ野市立図書館条例第１６条第４項

の規定に基づき、前任者の残任期間である令和６年９月３０日までとな

ります。 

報告は以上です。よろしくお願いいたします。 

ただ今の報告事項について御質問いかがでしょうか。 

（なし） 

それでは、報告の内容の通り承認してよろしいでしょうか。 

 （異議なし） 

 報告の内容の通り承認することといたします。 

 

〇報告事項（件数番号７） 

次に、件数番号７、報告事項「専決処理に関する報告について（ふじみ

野市放課後子ども教室運営委員会委員を委嘱することについて）」を、

社会教育課長から報告をお願いします。 

専決処理しましたふじみ野市放課後子ども教室運営委員会委員を委嘱

することについて報告させていただきます。 
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議案を１枚めくっていただき、別紙の委員名簿をご覧ください。 

委員の選出区分のうち、２号委員であるＰＴＡ連合会の代表者として、

ふじみ野市ＰＴＡ連合会から東原小学校ＰＴＡ会長の内田 豊さんが、

選出されましたので委嘱するものです。 

なお、任期につきましては、ふじみ野市放課後子ども教室運営委員会

条例第４条第２項の規定に基づき、前任者の残任期間である令和６年６

月３０日までとなります。 

報告は以上です。よろしくお願いいたします。 

ただ今の報告事項について御質問いかがでしょうか。 

（なし） 

それでは、報告の内容の通り承認してよろしいでしょうか。 

 （異議なし） 

 報告の内容の通り承認することといたします。 

 

〇報告事項（件数番号８） 

次に、件数番号８、報告事項「令和５年第２回ふじみ野市議会定例会一

般質問の概要について」を、教育総務課長から報告をお願いします。 

 令和５年第２回ふじみ野市議会定例会一般質問の概要についてご報告

いたします。 

一般質問については、６月１５日（木）から１９日（月）までの３日間

にわたって行われ１７人の議員から大きな項目で５５項目の質問がござ

いました。 

このうち教育に関する質問は、９人の議員から大きな項目で９項目の

質問がありました。議員別の質問事項や答弁要旨につきましては、お手

元の概要資料のとおりです。 

質問概要をご説明いたします。 

板倉篤議員からは「教育を受ける機会保障のための取組について」の

項目で、（不登校児童生徒に対する市の取組は）などについて、質問が

ありました。 

古越孝子議員からは「子どもの居場所づくりについて」の項目で（不

登校児童・生徒の対応について、や、放課後及び休日の居場所について）
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教育長 

 

 

の質問がありました。 

民部佳代議員からは「ＰＴＡと学校・行政との関係について」の項目

で（家庭教育学級はＰＴＡの自主的な活動か、や、小学校通学時の班編

成について）などの質問がありました。 

川島秀男議員からは「市内小・中学校の児童・生徒のマスクについて」

の項目に関する質問がありました。 

鈴木啓太郎議員からは「特別支援教育考」の項目で（すべての小中学

校に特別支援学級設置の現状と成果など）についての質問がありました。 

鈴木美恵議員からは、「小・中学校体育館の空調整備について」の項

目で、（導入後の効果及び課題についてなど）の質問がありました。 

足立志津子議員からは、「児童・生徒への歯科口腔保健事業の充実」

の項目で、（児童・生徒の歯と口腔の状況など）についての質問があり

ました。 

塚越洋一議員から「学校給食の無償化について」の項目で、（政府見

解と県内市町の実施状況など）についての質問がありました。 

小林憲人議員からは、「学びの連続性に関して」の項目で、（小・中学

校の連携についてなど）の質問をいただきました。 

それぞれの質問に対する答弁の内容は、お手元の報告書のとおりでご

ざいます。 

一般質問の概要に関する報告は以上です。よろしくお願いいたします。 

ただ今の報告事項について御質問いかがでしょうか。 

（なし） 

それでは、報告の内容の通り承認してよろしいでしょうか。 

 （異議なし） 

 報告の内容の通り承認することといたします。 

 以上で、報告事項の審議を終了いたします。 

 

〇各課からの報告 

 次に、ここで各課から別件で報告をしておくべき事項がありましたら

お願いします。 

 （各課長：報告） 
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〇次回の日程等 

続いて、次回の定例教育委員会会議についてです。 

次回は、令和５年７月１８日(火）午後６時３０分から、会場は第２

庁舎３階Ｂ３０１会議室を予定しております。 

なお、傍聴人の数ですが、５名までとさせていただきたいと思います

が、いかがでしょうか。 

（異議なし） 

それでは、次回教育委員会会議の傍聴人は、先着順に５名を限度とし

ます。 

 

〇閉会の宣告 

以上で、令和５年第６回定例教育委員会会議を閉会いたします。 

ありがとうございました。 

（午後７時３０分）  
 


